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災害時における施設管理者としての責務 

 

1. 行政機関、地域への協力活動 

市その他の行政機関が実施する震災対策事業及び市民が協働して行う地域の復興に

関する活動に協力するとともに、事業活動にあたっては、その社会的責任を自覚し、

震災の防止、震災後の市民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大

の努力を払うこと。 

 

2. 安全確保 

震災時の被害を防止するため、事業所に来所する顧客、従業者等及び事業所の周辺

地域における住民（以下「周辺住民」）という。）並びにその管理する施設及び設備

について、その安全の確保に努めること。 

 

3. 一斉帰宅の抑制、備蓄 

東京都帰宅困難者対策条例に基づき、震災時には、施設の安全等を確認した上で、

従業者を事業所内に待機させるなど、一斉帰宅の抑制に努めること。そのため、あ

らかじめ、従業者の３日分の飲料水及び食糧等を備蓄するよう努めること。 

 

4. 従業者への安全対策 

あらかじめ、従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、従業者に対して、家族

等との連絡手段を確保すること、避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅

経路の確認等の周知徹底に努めること。 

    

5. 震災対策活動 

管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめるため、周辺住民に対す

る震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力に努めること。 

 

6. 防災計画の策定 

事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計画を

基準として、事業所単位の防災計画を作成すること。 


